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しくみと概要について第1章
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所得限度額（月額）所得限度額（年額）区分
●所得の中に公的年金などを
　含む60歳以上の方
●公的障害年金受給者 （年金と年金以外の所得を合算した額）

上記以外の方

180万円未満 150,000円未満

130万円未満 108,334円未満

●被扶養者
　公立学校共済組合の組合員となった方のご家族で次の認定要件を備える
方がいる場合は、届出を行うことで被扶養者として認定を受けられます。
　認定の届出は、事実発生日（出生日、婚姻日等）から30日以内にしてくださ
い。申告が遅れた場合は、所属所への届出日が認定日となります。
　また、認定要件を欠くことになったときには、速やかに認定取消しの届出お
よび被扶養者証を返却してください。

■認定を受けられる方
　次に掲げる75歳未満の方で｢主として組合員の収入により生計を維持する方｣で「国内
居住要件に該当する方（国内居住要件の例外を含む）」です。
●組合員の配偶者（事実婚を含む）･子･父母･孫･祖父母･兄姉弟妹。
●｢組合員と同一世帯に属する｣三親等内の親族で上記以外の方。
●組合員と事実婚にある配偶者の父母および子で、「組合員と同一世帯に属する」方。
    被扶養者の範囲はP-9をご覧ください。

■認定を受けられない方
●共済組合の組合員または健康保険の被保険者になっている方。
●親族であっても次に挙げる方は｢主として組合員の収入により生計を維持する方｣に該
当しないので被扶養者になることはできません。
　①その方について、組合員以外の方が扶養手当やこれに相当する手当を受けているとき。
　②組合員が他の方と共同して同一人を扶養する場合で、社会通念上、その組合員が主
たる扶養者でない方。

　③所得限度額以上の所得がある方。
　④被扶養者（父母等）に配偶者がいる場合、両者の所得合算額が所得限度額以上のとき。
　⑤別居している父母で、組合員の送金額が父母の収入および組合員と組合員以外の送
金額を合わせた額の1/3未満のとき。

●国内に住民票がなく、国内居住要件の例外に該当しない方。

兵庫県学校厚生会

【所得の捉え方】
※所得とは、総収入をいい、所得税法上の課税所得ではなく、年間における恒常的な収入の総額を
いいます。給与所得（ボーナス、通勤費を含む）や事業所得のほか、株等の譲渡所得・農業所得・年
金（個人年金・企業年金等を含む）・非課税所得である遺族年金や障害年金、雇用保険法による失
業給付金などが含まれます。（失業給付金は、給付日額×30日×12カ月として所得額を算定しま
す。また、給付日額が3,612円以上の場合は認定を受けられません。）
　　なお、事業所得等は確定申告書および収支内訳書を参照し、社会通念上明らかに当該所得を
得るために必要と認められる経費のみを控除して得た額を収入とします。所得税法上の必要経
費がそのまま認められるわけではなく、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、減価償
却費、福利厚生費、貸倒金、利子割引料、雑費等は控除できません。

●扶養家族
　公立学校共済組合で扶養認定された方を扶養家族といいます。
※後期高齢者医療制度被保険者は対象外です。

被扶養者の範囲
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※　は血族を、　は姻族を、①～③は親等を表し、また　　　で囲んだ親族以外は、組合員と同一世帯に属していることが
　必要です。
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